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みえ高校生県議会の概要 
みえ高校生県議会とは 

三重県議会が工夫した取組 
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みえ高校生県議会とは
 高校生に議会活動を体験してもらう取組
（２年に１回開催）

 平成２６年度から行い、今年度が５回目
（令和６年度:１１校３４名が参加）
→回数を重ねるごとに参加経験のある
教員から生徒へ紹介してもらえるように
なり、多くの生徒が自主的に手挙げ参加

 県内の高等学校・高等専門学校が対象
→南北に⾧い三重県の全域から参加
各地域特有の課題を学びあう場に

議会改革の取組としての位置付け
 みえ高校生県議会
三重県議会の基本方針のうち、
「開かれた議会運営の実現」に係る最重要の取組の一つ

議会活動計画（第３期）
・主権者教育につながる取り組みであることをＰＲする
・高校生の議会に対する関心を高めるための、より効果的
な手法について検討

 若者に議会・議員への関心を持ってもらうことで、
議会や議員を身近な存在に
⇒ 多様な人材の議会での活躍にも寄与
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みえ高校生県議会の流れ（募集～質問完成）

県内すべての高等
学校・高等専門学
校に（特別支援学
校も含む）

Ｒ６年度は１１校 県議会の仕組みや
役割について

生徒の質問案に対
して議員がアドバ
イス

議員のアドバイスを
受けて修正

募集 参加校決定 事前説明会 事前相談会 質問のブラッシュアップ

議員が説明

みえ高校生県議会の流れ（開催当日）

オリエンテーション 質問・答弁 議事堂見学昼食

 答弁者は
常任委員⾧

 高校生が
議⾧役を
務める

 １校あたりの
持ち時間は
答弁を含め15分
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みえ高校生県議会の流れ（議会への反映～フィードバック）

議会（委員会）での議論 議会と高校生が相互にフィードバック

生徒たちの思いを
議会として受け止め
実現するための
新たな取組
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三重県議会が工夫した取組

議員と高校生が交流する機会の
積極的な創出

１

２

参加校以外の高校生にも主権者
としての意識を拡げる

高校生に主権者としての意識を
持ってもらうためのアプローチ

３

議員と高校生が交流する機会の
積極的な創出
 できるだけ議員と高校生が直接会う・話す機会を作る

①事前説明会
②事前相談会
③フィードバック

昼食や議事堂見学など ざっくばらん に話せる機会も作る

学校ごとに実施
本番以外に延べ28回
議員と高校生が交流
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